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Ⅴ-1-1-8-1 溢水等による損傷防止の基本方針 
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1. 概要 

本資料は，「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」（以下「技

術基準規則」という。）第12条並びに「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準

に関する規則の解釈」（以下「解釈」という。）に適合する設計とするため，設計基準

対象施設及び重大事故等対処設備が発電所施設内における溢水の発生によりその安全

性を損なうおそれがある場合に，防護処置その他の適切な処置を講じることを説明する

ものである。 

 

2. 溢水等による損傷防止の基本方針 

「原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド（平成26年8月6日原規技発 第1408064 号

原子力規制委員会決定）」（以下「評価ガイド」という。）を参照し，発電用原子炉施

設内における溢水が発生した場合においても，発電用原子炉を高温停止でき，引き続き

低温停止，及び放射性物質の閉じ込め機能を維持できる設計とする。また，停止状態に

ある場合は，引き続きその状態を維持できる設計とする。さらに，使用済燃料プールに

おいては，使用済燃料プールの冷却機能及び使用済燃料プールへの給水機能を維持でき

る設計とする。また，溢水の影響により発電用原子炉に外乱が及び，かつ，安全保護系，

原子炉停止系の作動を要求される場合には，その溢水の影響を考慮した上で，「発電用

軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針」に基づき必要な機器の単一故障を考慮

し，発生が予想される運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故について安全解析を行

い，炉心損傷に至ることなく当該事象を収束できる設計とする。 

これらの機能を維持するために必要な設備（以下「溢水防護対象設備」という。）に

ついて，これら設備が，没水，被水及び蒸気の影響を受けて，その安全機能を損なわな

い設計（多重性又は多様性を有する設備が同時にその安全機能を損なわない設計）とす

る。 

防護対象設備及び重大事故等対処設備を防護すべき設備とし，設定方針を「2.1 防護

すべき設備の設定」に示す。溢水評価を実施するに当たり，溢水源及び溢水量を，想定

する機器の破損等により生じる溢水（以下「想定破損による溢水」という。），発電所

内で生じる異常状態（火災を含む。）の拡大防止のために設置される系統からの放水に

よる溢水（以下「消火水の放水による溢水」という。）並びに地震に起因する機器の破

損及び使用済燃料プールのスロッシングにより生じる溢水（以下「地震起因による溢水」

という。）を踏まえ設定する。また，溢水防護に対する評価対象区画（以下「溢水防護

区画」という。）及び溢水経路は，溢水防護区画内外で発生を想定する溢水に対して，

当該区画内の溢水水位が最も高くなるように設定する。 

溢水源，溢水量，溢水防護区画及び溢水経路の設定方針を「2.2 溢水評価条件の設

定」に示す。 

溢水評価では，没水，被水及び蒸気の影響を受けて要求される機能を損なうおそれが

ある防護すべき設備に対して，溢水影響評価を実施する。具体的な評価及び設計方針を，

「2.3.1 没水の影響に対する評価及び防護設計方針」，「2.3.2 被水の影響に対する
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評価及び防護設計方針」及び「2.3.3 蒸気影響に対する評価及び防護設計方針」に示

す。 

使用済燃料プールの機能維持に関しては，発生を想定する溢水の影響を受けて，使用

済燃料プール冷却系統及び給水系統が要求される機能を損なうおそれがないことを評

価する。具体的な評価及び設計方針を，「2.3.4 使用済燃料プールの機能維持に関す

る評価及び防護設計方針」に示す。 

溢水防護区画を内包する建屋外から溢水が流入するおそれがある場合には，防護対策

により溢水の流入を防止する。具体的な評価及び設計方針を，「2.3.5 溢水防護区画

を内包する建屋外からの流入防止に関する溢水評価及び防護設計方針」に示す。 

発電用原子炉施設内の放射性物質を含む液体を内包する容器又は配管の破損により

当該容器又は配管から放射性物質を含む液体が漏えいするおそれがある場合には，放射

性物質を含む液体が管理区域外へ漏えいしない設計とする。管理区域外への漏えい防止

に関する評価方針を「2.3.6 放射性物質を含んだ液体の管理区域外への漏えい防止に

関する溢水評価及び防護設計方針」に示す。 

防護すべき設備が発生を想定する溢水により要求される機能を損なうおそれがある

場合，又は放射性物質を含む液体が管理区域外に漏えいするおそれがある場合には，防

護対策その他の適切な処置を実施する。実施する防護対策その他の適切な処置の設計方

針を「2.4 溢水防護に関する施設の設計方針」に示す。 

溢水評価条件の変更により評価結果が影響を受けないことを確認するために，溢水防

護区画において，各種対策設備の追加及び資機材の持込みにより評価条件としている可

燃性物質の量及び滞留面積に見直しがある場合は，溢水評価への影響確認を行うことと

し，保安規定に定めて管理する。 

 

2.1 防護すべき設備の設定 

評価ガイドを踏まえ，以下の通り防護対象設備を設定する。 

(1) 重要度の特に高い安全機能を有する系統が，その安全機能を適切に維持するた

めに必要な設備 

・原子炉の高温停止，低温停止に必要な設備 

・原子炉の低温停止維持を達成するために必要な設備 

・放射性物質の閉じ込め機能及びその維持を達成するために必要な設備 

(2) 使用済燃料プールの冷却機能及び使用済燃料プールへの給水機能を適切に維

持するために必要な設備 

また，重大事故等対処設備についても溢水から防護すべき設備として設定する。

防護すべき設備の設定の具体的な内容を資料Ⅴ-1-1-8-2「防護すべき設備の設定」

に示す。 

 

2.2 溢水評価条件の設定 

(1) 溢水源及び溢水量の設定 
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溢水源及び溢水量は，想定破損による溢水，消火水の放水による溢水及び地

震起因による溢水を踏まえ設定する。また，その他の要因による溢水として，

地下水の流入，地震以外の自然現象，機器の誤作動等により生じる溢水（以下

「その他の溢水」という。）を想定する。 

想定破損による溢水では，評価ガイドを参照し，高エネルギー配管は「完全

全周破断」，低エネルギー配管は「配管内径の1/2の長さと配管肉厚の1/2の幅

を有する貫通クラック（以下「貫通クラック」という。）」の破損を想定した

評価とし，想定する破損箇所は溢水影響が最も大きくなる位置とする。 

ただし，高エネルギー配管については，ターミナルエンドを除き，応力評価

の結果により発生応力が許容応力の0.4倍を超え0.8倍以下であれば「貫通クラ

ック」による溢水を想定した評価とし，0.4倍以下であれば破損は想定しない。 

低エネルギー配管については，配管の発生応力が許容応力の0.4倍以下であれ

ば破損は想定しない。具体的には，高エネルギー配管のうち，貫通クラックを

想定する原子炉隔離時冷却系蒸気配管及び廃棄物処理棟の所内蒸気配管の一般

部（1Bを超える。）は，発生応力が許容応力の0.8倍以下を確保する設計とする。 

発生応力と許容応力の比較により破損形状の想定をおこなう原子炉隔離時冷

却系蒸気配管及び廃棄物処理棟の所内蒸気配管の一般部（1Bを超える。）は，

評価結果に影響するような配管減肉がないことを確認するために，継続的な肉

厚管理を実施することとし，保安規定に定めて管理する。 

また，高エネルギー配管として運転している時間の割合が，当該系統の運転

している時間の2 ％又はプラント運転期間の1 ％より小さいことから低エネル

ギー配管とする系統（ほう酸水注入系，残留熱除去系，残留熱除去海水系，高

圧炉心スプレイ系，低圧炉心スプレイ系及び原子炉隔離時冷却系）については，

運転時間実績管理を実施することとし，保安規定に定めて管理する。 

消火水の放水による溢水では，消火活動に伴う消火栓からの放水量を溢水量

として設定する。消火栓以外の設備としては，スプリンクラや格納容器スプレ

イ系統があるが，防護すべき設備が設置される建屋には，スプリンクラは設置

しない設計とする。防護すべき設備が設置されている建屋外のスプリンクラに

対しては，防護すべき設備が設置される建屋への溢水経路に，溢水により発生

する水圧に対して止水性（以下「止水性」という。）を有する貫通部止水処置

を実施することから溢水源として設定しない。 

格納容器スプレイ系統の作動により発生する溢水については，原子炉絡納容

器内の防護すべき設備が要求される機能を損なうおそれがない設計とし，詳細は

資料Ⅴ-1-1-6「安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における

健全性に関する説明書」の「2.3 環境条件等」に示す。また，格納容器スプレ

イ系統は，作動信号系の単一故障により誤作動しないように設計されることから，

誤作動による溢水は想定しない。 

地震起因による溢水では，流体を内包することで溢水源となり得る機器のうち，
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基準地震動ＳＳによる地震力により破損するおそれがある機器からの漏水及び使

用済燃料プールのスロッシングによる漏水を溢水源として設定する。その際，破

損を想定する容器は全保有水量の流出，配管は完全全周破断による流出流量を考

慮する。耐震Ｓクラス機器については，基準地震動ＳＳによる地震力によって破

損は生じないことから溢水源として想定しない。また，耐震Ｂ，Ｃクラス機器の

うち，耐震対策工事の実施あるいは設計上の裕度の考慮により，基準地震動ＳＳ

による地震力に対して耐震性が確保されているものについては溢水源として想

定しない。 

溢水量の算出に当たっては，漏水が生じるとした機器のうち防護すべき設備へ

の溢水の影響が最も大きくなる位置で漏水が生じるものとして評価する。 

溢水量の設定において，隔離による漏えい停止を期待する場合には，漏えい停

止までの適切な隔離時間を考慮し，配管の破損箇所から流出した漏水量と隔離後

の溢水量として隔離範囲内の系統の保有水量を合算して設定する。ここで漏水量

は，配管の破損箇所からの流出流量に隔離時間を乗じて設定する。 

また，地震以外の自然現象により発生する溢水及び機器の誤作動等による漏え

い事象による溢水についても防護すべき設備が溢水の影響を受けて要求される

機能を損なうおそれがない設計とする。 

溢水源及び溢水量の設定の具体的な内容を資料Ⅴ-1-1-8-3「溢水評価条件の設定」

「2. 溢水源及び溢水量の設定」に示す。 

(2) 溢水防護区画及び溢水経路の設定 

溢水防護区画は，防護すべき設備を設置している全ての区画並びに中央制御室

及び現場操作が必要な設備へのアクセス通路について設定する。 

溢水防護区画は壁，扉，堰，床段差等又はそれらの組み合わせによって他の区

画と分離される区画として設定する。 

溢水経路は，溢水防護区画内外で発生を想定する溢水に対して，当該区画内の

溢水水位が最も高くなるように設定する。消火活動により区画の扉を開放する場

合は，開放した扉からの消火水の伝播を考慮した溢水経路とする。火災により壁

貫通部止水処置の機能を損なうおそれがある場合でも，当該貫通部からの消火水

の伝播により，防護すべき設備が溢水の影響を受けて要求される機能を損なうお

それがない設計とする。 

また，溢水経路を構成する水密扉については，閉止状態を確実にするために，

中央制御室における閉止状態の確認，開放後の確実な閉止操作及び閉止されてい

ない状態が確認された場合の閉止操作の手順書の整備を行うこととし，保安規定

に定めて管理する。 

溢水防護区画及び溢水経路の設定の具体的な内容を資料8－3「溢水評価条件の

設定」「3. 溢水防護区画及び溢水経路の設定」に示す。 
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2.3 溢水評価及び防護設計方針 

2.3.1 没水の影響に対する評価及び防護設計方針 

発生を想定する溢水量，溢水防護区画及び溢水経路から算出される溢水水位と，

防護すべき設備が要求される機能を損なうおそれがある高さ（以下「機能喪失高

さ」という。）を評価し，防護すべき設備が没水の影響により要求される機能を

損なうおそれがないことを評価する。また，溢水の流入状態，溢水源からの距離，

人のアクセス等による一時的な水位変動を考慮し，機能喪失高さは，溢水水位に

対して裕度を確保する設計とする。具体的には，防護すべき設備の機能喪失高さ

が溢水防護区画ごとに算出される溢水水位に対して200 mm以上の裕度を確保す

る設計とする。 

防護すべき設備が溢水による水位に対し機能喪失高さを確保できないおそれ

がある場合は，壁，扉，堰等による流入防止対策若しくは溢水防護対象設備周囲

に浸水防護堰を設置し，溢水により発生する水位や水圧に対して流入防止機能が

維持できる設計とするとともに，溢水の要因となる地震や火災等により生じる環

境や荷重条件に対して当該機能が損なわれない設計とする。止水性を維持する浸

水防護施設については，試験又は机上評価にて止水性を確認する設計とする。 

没水影響評価の具体的な内容を資料Ⅴ-1-1-8-4「溢水影響に関する評価」「2.1 

没水影響に対する評価」に示す。 

 

2.3.2 被水の影響に対する評価及び防護設計方針 

溢水源からの直線軌道及び放物線軌道の飛散による被水又は天井面の開口部

若しくは貫通部からの被水の影響により，防護すべき設備が要求される機能を損

なうおそれがないことを評価する。 

防護すべき設備が浸水に対する保護構造（以下「保護構造」という。）を有す

ることで要求される機能を損なうおそれがないと評価する場合は，評価された被

水条件を考慮しても機能を損なうおそれがないことを設計時に確認し，保護構造

を維持するための保守管理を実施する。 

防護すべき設備の多重化・多様化あるいは分散配置により同時に機能喪失しな

い設計又は水消火を行わない消火手段（固定式消火設備等による消火）を採用す

ることにより，被水の影響が発生しない設計とする。 

また，水消火を行う場合には，水消火による被水の影響を最小限に止めるため，

防護すべき設備に対して不用意な放水を行わないことを消火活動における運用

及び留意事項として「火災防護計画」に定める。 

被水影響評価の具体的な内容を資料Ⅴ-1-1-8-4「溢水影響に関する評価」「2.2 

被水影響に対する評価」に示す。 

 

2.3.3 蒸気影響に対する評価及び防護設計方針 

溢水防護区画内で発生を想定する漏えい蒸気，区画間を拡散する漏えい蒸気及



 

6 

N
T
2
 
補
②

 Ⅴ
-
1
-1
-
8
-1
 
R
0 

び破損想定箇所近傍での漏えい蒸気の直接噴出による影響を，設定した空調条件

や解析区画条件により評価し，防護すべき設備が蒸気影響により要求される機能

を損なうおそれがないことを評価する。 

漏えい蒸気による影響が蒸気曝露試験又は机上評価により設備の健全性が確

認されている条件を超え，防護すべき設備が要求される機能を損なうおそれがあ

る場合には，漏えい蒸気影響を緩和するための対策を実施する。 

蒸気影響評価において期待する溢水防護対策を以下に示す。 

漏えい蒸気影響を緩和するために，蒸気漏えいを早期自動検知し，隔離（直ちに

環境温度が上昇し，健全性が確認されている条件を超えるおそれがある場合は自

動隔離，それ以外は中央制御室からの遠隔手動隔離）を行うために，自動検知・

遠隔隔離システム（温度検出器，蒸気遮断弁，検知制御盤及び検知監視盤）を設

置する。蒸気漏えいの自動検知及び隔離だけでは防護すべき設備が要求される機

能を損なうおそれがある配管破断想定箇所には防護カバーを設置し，防護カバー

と配管のすき間を設定することで漏えい蒸気影響を緩和する。 

漏えい蒸気による環境条件に対する耐性を蒸気暴露試験又は机上評価する。 

防護すべき設備が蒸気環境に曝された場合，防護すべき設備の要求される機能

が損なわれていないことを確認することとし，保安規定に定めて管理する。 

主蒸気管破断事故時等には，建屋内外の差圧によるブローアウトパネルの開放

により，溢水防護区画内において蒸気影響を軽減する設計とする。 

蒸気影響評価の具体的な内容を資料Ⅴ-1-1-8-4「溢水影響に関する評価」「2.3 

蒸気影響に対する評価」に示す。 

 

2.3.4 使用済燃料プールの機能維持に関する評価及び防護設計方針 

使用済燃料プールに関しては，発生を想定する溢水の影響を受けても，使用済

燃料プール冷却系統及び給水系統に要求される機能が損なわれるおそれがないこ

とを評価する。具体的には，基準地震動ＳＳによる地震力によって生じるスロッシ

ング後の使用済燃料プール水位が，使用済燃料プールの冷却機能（水温65 ℃以下）

の維持に必要な水位並びに保安規定で定めた管理区域内における特別措置を講じ

る基準である線量率（≦1.0 mS/v）を満足する水位を上回ることを評価する。 

また，スロッシングによる溢水（その他機器の地震起因による溢水を含む。）

の影響を受けて，使用済燃料プールの冷却機能及び使用済燃料プールへの給水機

能の維持に必要な機器が要求される機能を損なうおそれがないことを評価する。 

防護すべき設備が溢水により要求される機能を損なうおそれがある場合には，

防護対策その他の適切な処置を実施する。 

なお，使用済燃料プールのスロッシングによる溢水量の算出に当たっては，基

準地震動ＳＳによる地震力によって生じるスロッシング現象をスロッシング後の

使用済燃料プール水位及び使用済燃料プール外へ漏えいする水量がそれぞれ保守

的になるよう設定した評価条件で3次元流動解析により評価する。 
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使用済燃料プール機能維持評価の具体的な内容を資料Ⅴ-1-1-8-4「溢水影響に

関する評価」「2.4 使用済燃料プールの機能維持に関する溢水評価」に示す。 

 

2.3.5 溢水防護区画を内包するエリア外及び建屋外からの流入防止に関する溢水評

価及び防護設計方針 

溢水防護区画を内包する建屋において，建屋外で発生を想定する溢水が，建屋

内の溢水防護区画に流入するおそれがある場合には，壁，扉，堰等により建屋内

への流入を防止する設計とし，防護すべき設備が要求される機能を損なわない設

計とする。 

地下水については，地震時の排水ポンプの停止により建屋周囲の水位が周辺の

地下水位まで上昇することを想定し，建屋外周部における壁，扉，堰等により溢

水防護区画を内包する建屋内への流入を防止する設計とする。 

溢水防護区画を内包する建屋外からの流入防止に関する溢水評価の具体的な

内容を資料Ｖ-1-1-8-4「溢水影響に関する評価」「3. 溢水防護区画を内包する

建屋外からの流入防止」に示す。 

 

2.3.6 放射性物質を含んだ液体の管理区域外への漏えい防止に関する溢水評価及び

防護設計方針 

管理区域内で発生した溢水の管理区域外への伝播経路となる箇所については，

壁，扉，堰等による漏えい防止対策を行うことにより，機器の破損等により生じ

た放射性物質を内包する液体が管理されない状態で管理区域外に漏えいすること

を防止する設計とする。 

管理区域外への漏えい防止に関する溢水評価の具体的な内容を資料Ⅴ

-1-1-8-4「溢水影響に関する評価」「2.5 管理区域外への漏えい防止に関する

溢水評価」に示す。 

 

2.4 溢水防護に関する施設の設計方針 

「2.2 溢水評価条件の設定」及び「2.3 溢水評価及び防護設計方針」を踏まえ，

溢水防護区画の設定，溢水経路の設定及び溢水評価において期待する浸水防護施設に

関する設計方針を以下に示す。設計に当たっては，溢水防護に関する施設が要求され

る機能を踏まえ，溢水の伝播を防止する設備及び蒸気影響を緩和する設備に分類し設

計方針を定める。 

また，溢水防護に期待する施設は，要求される機能を維持するため，計画的に保守

管理を実施するとともに，必要に応じ補修を実施することとし，保安規定に定めて管

理する。 

溢水防護に関する施設の設計方針を資料Ⅴ-1-1-8-5「溢水防護施設の詳細設定」に

示す。 

 



 

8 

N
T
2
 
補
②

 Ⅴ
-
1
-1
-
8
-1
 
R
0 

2.4.1 溢水伝播を防止する設備 

(1) 水密扉 

原子炉棟内で発生を想定する溢水が，溢水防護区画へ伝播しない設計とするた

めに，止水性を有する原子炉建屋残留熱除去系A系ポンプ室水密扉，原子炉建屋

原子炉隔離時冷却系室北側水密扉，原子炉建屋原子炉隔離時冷却系室南側水密扉

及び原子炉建屋高圧炉心スプレイポンプ室水密扉（以下「原子炉建屋地下2階水

密扉」という。）を設置する。 

原子炉建屋地下2階水密扉は，発生を想定する溢水水位による静水圧に対し，

溢水伝播を防止する機能を維持する設計とする。また，地震時及び地震後におい

て，基準地震動ＳＳによる地震力に対して，溢水伝播を防止する機能を維持する

設計とする。 

発生を想定する溢水が常設代替高圧電源装置用カルバート内へ伝播しない設

計とするために，常設代替高圧電源装置用カルバート（立坑部）に常設代替高圧

電源装置用カルバート原子炉建屋側水密扉を設置する。 

上記水密扉は，敷地に遡上する津波の最大浸水深による静水圧に対し，溢水伝

播を防止する機能を維持する設計とすることから内部溢水で想定する溢水によ

る最大浸水深さは，包含される。また，地震時及び地震後において，基準地震動

Ss による地震力に対して，溢水伝播を防止する機能を維持する設計とする。 

(2) 3時間以上の耐火能力を有する隔壁等（区画分離壁） 

火災防護設備において，火災防護対象機器等の系統分離による影響軽減対策と

して，互いに相違する系列の火災防護対象機器等を，火災耐久試験により 3 時間

以上の耐火能力を確認した隔壁等で分離する設計とする。 

上記隔壁において，原子炉棟地下1階，地上1階，地上2階，地上3階及び地上4

階に設ける東西を区画分離する壁については，溢水伝播を防止する機能を維持す

る設計とする。 

(3) 溢水拡大防止堰 

原子炉棟内にて発生を想定する溢水が没水影響評価において考慮された区画

外へ伝播しない設計とするために溢水拡大防止堰を設置する。 

漏えい溢水拡大防止堰は，発生を想定する溢水水位による静水圧に対し，溢水

伝播を防止する機能を維持する設計とする。また，地震時及び地震後において，

基準地震動ＳＳによる地震力に対して，溢水伝播を防止する機能を維持する設計

とする。 

(4) 浸水防止止水板 

原子炉棟内にて発生を想定する溢水により，防護対象設備が没水し安全機能を

損なうことのない設計とするため，浸水防止止水板を設置する。 

浸水防止止水板は，発生を想定する溢水水位による静水圧に対し，溢水伝播を

防止する機能を維持する設計とする。また，地震時及び地震後において，基準地

震動ＳＳによる地震力に対して，浸水を防止する機能を維持する設計とする。 
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(5) 逆流防止装置 

原子炉棟内で滞留する溢水が，原子炉棟内の部屋化された溢水防護区域へ伝播

しない設計とするために，止水性を有する逆流防止装置を設置する。 

逆流防止装置は，発生を想定する溢水水位による静水圧に対し，溢水伝播を防

止する機能を維持する設計とする。また，地震時及び地震後において，基準地震

動ＳＳによる地震力に対して，溢水伝播を防止する機能を維持する設計とする。 

(6) 貫通部止水処置 

溢水防護区画を内包する建屋外及び海水ポンプ室周辺にて発生を想定する溢

水が溢水防護区画へ伝播しない設計とするため，貫通部止水処置を実施する。ま

た，重大事故等対処設備を内包する建屋・区画境界の配管等貫通部に対して，溢

水を伝播しない設計とするため，貫通部止水処置を実施する。 

貫通部止水処置は，発生を想定する溢水水位の最大浸水深による静水圧に対し，

溢水伝播を防止する機能を維持する設計とする。また，地震時及び地震後におい

て，基準地震動ＳＳによる地震力に対して，溢水伝播を防止する機能を維持する

設計とする。 

(7) 漏洩検知及び隔離システム 

タービン建屋及び海水ポンプ室内で発生を想定する配管破断時の溢水が，想定

する溢水区画外への伝播させない設計とするため，漏洩検知及び隔離システムを

設置する。 

漏洩検知及び隔離システムは，地震時及び地震後において，基準地震動ＳＳに

よる地震力に対して，溢水量を制限する機能を維持する設計とする。 

(8) 海水ポンプ室ケーブル点検口浸水防止蓋 

海水ポンプエリア周辺で発生を想定する溢水が海水ポンプへ伝播しない設計

とするため，海水ポンプ室ケーブル点検口浸水防止蓋を設置する。 

海水ポンプ室ケーブル点検口浸水防止蓋は，発生を想定する溢水水位による静

水圧に対し，溢水伝播を防止する機能を維持する設計とする。また，地震時及び

地震後において，基準地震動ＳＳによる地震力に対し，浸水を防止する機能を維

持する設計とする。 

(9) 格納容器圧力逃がし装置格納槽点検用水密ハッチ 

格納容器圧力逃がし装置格納槽は，発生を想定する溢水が格納容器圧力逃がし

装置格納槽内に伝播しない設計とするため，格納容器圧力逃がし装置格納槽点検

用水密ハッチを設置する。 
格納容器圧力逃がし装置格納槽点検用水密ハッチは，発生を想定する溢水の最

大浸水深による静水圧に対し，溢水伝播を防止する機能を維持する設計とする。

なお，敷地に遡上する津波の最大浸水深による静水圧に対し，溢水伝播を防止す

る機能を維持する設計とすることから内部溢水で想定する溢水による最大浸水

深さは，包含される。また，地震時及び地震後において，基準地震動ＳＳによる

地震力に対し，浸水を防止する機能を維持する設計とする。 
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(10) 緊急用海水ポンプピット浸水防止設備 

緊急用海水ポンプピットは，発生を想定する溢水が緊急用海水ポンプピット内

に伝播しない設計とするため，緊急用海水ポンプ点検用開口部浸水防止蓋及び緊

急用海水ポンプ室人員用開口部浸水防止蓋（以下「緊急用海水ポンプピット浸水

防止設備」という。）を設置する。 

緊急用海水ポンプピット浸水防止設備は，発生を想定する溢水の最大浸水深に

よる静水圧に対し，溢水伝播を防止する機能を維持する設計とする。なお，敷地

に遡上する津波の最大浸水深による静水圧に対し，溢水伝播を防止する機能を維

持する設計とすることから内部溢水で想定する溢水による最大浸水深さは，包含

される。また，地震時及び地震後において，基準地震動ＳＳによる地震力に対し，

浸水を防止する機能を維持する設計とする。 

(11) 常設低圧代替注水系格納槽浸水防止設備 

常設低圧代替注水系格納槽は，発生を想定する溢水が常設低圧代替注水系格納

槽内に伝播しない設計とするため，常設低圧代替注水系格納槽点検用水密ハッチ

及び常設低圧代替注水系格納槽可搬型ポンプ用水密ハッチ（以下「常設低圧代替

注水系格納槽浸水防止設備」という。）を設置する。 

常設低圧代替注水系格納槽浸水防止設備は，発生を想定する溢水の最大浸水深

による静水圧に対し，溢水伝播を防止する機能を維持する設計とする。なお，敷

地に遡上する津波の最大浸水深による静水圧に対し，溢水伝播を防止する機能を

維持する設計とすることから内部溢水で想定する溢水による最大浸水深さは，包

含される。また，地震時及び地震後において，基準地震動ＳＳによる地震力に対

し，浸水を防止する機能を維持する設計とする。 

 

2.4.2 蒸気影響を緩和する設備 

(1) 自動検知・遠隔隔離システム 

配管の想定破損による漏えい蒸気の影響を緩和するために，蒸気漏えいを早期

自動検知し，隔離（直ちに環境温度が上昇し，健全性が確認されている条件を超

えるおそれがある場合は自動隔離，それ以外は中央制御室からの遠隔手動隔離）

を行うために，自動検知・遠隔隔離システム（温度検出器，蒸気遮断弁，検知制

御盤及び検知監視盤）を設置する。 

(2) 防護カバー 

配管の想定破損による漏えい蒸気が防護すべき設備へ与える影響を緩和する

ために，配管破断想定箇所に防護カバーを設置する。防護カバーと配管とのすき

間寸法を管理し，漏えい蒸気流量を制限することで蒸気影響を緩和する。 

防護カバーは配管からの蒸気の噴出による荷重により防護カバーの各構成部

材に発生する応力に対して，蒸気影響を緩和する機能を損なうおそれがない設計

とする。
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3. 適用規格 

適用する規格としては，既往工認で適用実績がある規絡のほか，最新の規格基準につ

いても技術的妥当性及び適用性を示したうえで適用可能とする。 

適用する規格，基準，指針等を以下に示す。 

・発電用原子力設備規格 設計・建設規格（ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ1-2005/2007） 

・原子力発電所耐震設計技術指針（ＪＥＡＧ4601-1987） 

・原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編（ＪＥＡＧ4601・補-1984） 

・原子力発電所配管破損防護設計技術指針（ＪＥＡＧ4613-1998） 

・原子力発電所の火災防護指針（ＪＥＡＧ4607-2010） 

・原子力発電所耐震設計技術指針（ＪＥＡＧ4601-1991 追補版） 

・電気機械器具の外郭による保護等級（ＩＰコード） （ＪＩＳ Ｃ 0920-2003） 

・ステンレス鋼棒（ＪＩＳ Ｇ 4303-2012） 

・熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯（ＪＩＳ Ｇ 4304-2012） 

・熱間成形ステンレス鋼形鋼（ＪＩＳ Ｇ 4317-2013） 

・建築基準法（昭和25年5月24日法律第201号） 

・建築基準法施行令（昭和25年11月16日政令第338号） 

・消防法（昭和23年7月24日法律第186号） 

・消防法施行令（昭和36年3月25日政令第37号） 

・実用発電用原子炉及びその付属施設の技術基準に関する規則の解釈（平成25年6月

19日原規技発第1306194号） 

・鉄筋コンクリート構造計算規準 日本建築学会 1991年 

・鉄筋コンクリート構造計算規準 -許容応力度設計法- 日本建築学会 1999年 

・鉄筋コンクリート構造計算規準 日本建築学会 2010年 

・鋼構造設計規準 -許容応力度設計法- 日本建築学会 2005年 

・各種合成構造設計指針・同解説 日本建築学会 2010年 

・発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針（平成2年8月30日 原子力安

全委員会） 

・原子力施設における建築物の維持管理指針・同解説 日本建築学会 2015年 

・水道施設耐震工法指針・解説 日本水道協会 1997年 

・水道施設耐震工法指針・解説 日本水道協会 2009年 

・コンクリート標準示方書［構造性能照査編] 土木学会 2002年 

 


